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令和 5 年度 草原の風 事業計画（案） 

 

1. はじめに 

グループホームは地域で生活する障がい者の方々に、安心・安全で質の高い充実し

た生活が送れるよう食事提供、健康管理、金銭管理や余暇活動での支援、その他、本

人の意思決定を尊重しながら毎日の生活を営むことが出来るよう支援します。また、

集団生活を行うことで他者に対する思いやりや、約束事が守れるように支援します。

地域社会の中の一人として参加と自立した生活が継続できるよう、個々の尊厳を守り

ながら支援します。 

 

2. 施設理念及び基本方針 

 （1） 一人ひとりの人権の尊重。 

 （2） 地域の一員として自立した生活が出来るよう支援。 

 （3） 健康で安心・安定した生活が送れるよう支援。 

 （4） 個々のニーズに沿った質の高いサービスの提供。 

 

3. 運営方針及び運営目標 

  利用者が地域において、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、悩み事・

相談事を聞き、利用者の意思及び人格を尊重しながら、適切且つ効果的に日常生活

上の援助を行うことを目的とします。 

 

 ＜ 運営目標 ＞ 

    ア 利用者のニーズに沿った安心して暮らせる住環境の提供。 

    イ サービス管理責任者による個別支援計画に基づいた支援。 

    ウ 事故防止・健康管理の強化。 

    エ 職員の質の向上と人材育成。 

    オ 稼働率 100％を目指し、経営の安定に資する運営。 

 

 4. 重点項目 

① 利用者に対するアセスメント・個別支援計画の作成 
利用者の状況、ニーズなどを的確に把握するため、年１回の十分なアセスメントを

行い、それに基づき個別支援計画を作成し、また、年２回のモニタリングを合わせて

行い相談等などを密にして行き個々のニーズに合ったサービスが提供できるように

支援を行います。 
② 家事等日常生活上の支援 
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利用者が居室における片付け、掃除、入浴、洗濯等が、自力でできるよう支援しま

す。また、毎日の生活の中で、必要に応じた身だしなみなどが出来るよう支援します。 
 

③ 心身の状況等の把握、健康管理 

利用者の方の心身の状況やその置かれている環境の把握に努め、それに伴い日々

の安否確認、体調確認、精神状況の確認を行い、必要に応じて病院受診や医師の意見

等を聞きながら医療機関等と連携を取りあい素早い対応を行います。また、健康診断

や住民健診等の受診を積極的に行うよう支援します。その人に合った保険医療サー

ビスや福祉サービスの利用向上に努めます。 
 

④ 金銭管理、買い物支援 

小遣い、買い物等に係るお金の出し入れは、常に収支状況を把握し、優先順位、必

要性等、本人と相談するなど金銭管理を行います。また、買物支援に関しては、買物

支援日（月 1 回）を決め、利用者と共に買い物を行い、生活に必要な日用品や衣服等

の買物を行うなど、お金の使い方の支援を行います。 
 

 ⑤ 福祉サービス事業所等、バックアップ施設との連携 

   月に 1 回世話人会議を行い利用者の状態の把握に努めます。利用者の問題行動、

不穏時等には他事業所に関わらず職員同士、連絡を速やかに取りあい問題点など、そ

の都度検討等を行い報告し利用者が安心して生活できるよう共有化を図ります。 
 

   ⑥ 余暇活動の支援 

    利用者が余暇時間を有効に利用できるよう、個人の趣味、嗜好に応じたイベント、

行事等を実施し、また地域等で行われるイベント等の参加等、充実した日常生活を送

ることができるよう支援します。 
 

⑦ 緊急時における対応方法及び非常災害対策  

利用者の病状に緊急を要する場合は、速やかに医療機関への連絡・受診を行い、生

命の維持に努めます。大雨、台風等の非常災害対策については、日頃から災害用資機

材の整備、点検を行い、関係機関への通報及び連絡体制を整備し従業者に周知し、有

事に備え定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 
 

 ⑧ 職員処遇  

    福祉分野の制度改正や障がいの多様性により専門的知識の向上が必須であり、積

極的に研修会等の参加を行い、職員の実務能力の向上に努めます。また利用者へ積極

的にサービス提供の向上を図るなど、職員処遇の向上を図ります。 
 

5.行事予定 
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   「利用者関係」 

   毎月…誕生日会 

     4月…花見 

     8月…盆 

     11月…外出訓練（食事会や日帰り旅行等） 

     12月…クリスマス会・忘年会・餅つき 

     1月…元旦 

     2月…節分 

     その他…季節に応じた食事やイベント等 

「職員・世話人」 

  毎月…職員会議・世話人会議 

  随時…担当者会議 

 

6.会議・研修予定 

   毎月の職員会議において、利用者に関する情報の共有化を図り、共通した支援

が行えるよう努めます。また、職員の能力向上を図るため、研修内容を確認し計

画的に参加・受講し、利用者処遇の向上を図ります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


